
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 贈与があったとされない場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：贈与税では、名義を変えても贈与があ

ったとされない場合があるそうですが、どん

な場合ですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような場合です。 

【解説】  

贈与税では、名義変更があった場合は、原

則として、贈与があったものとして取り扱い

ますが、次の場合には、贈与があったものとさ

れないこととなっています。 

①他人名義で不動産、船舶、有価証券等を取得

した場合で次のような場合 

・名義になっている人が名義人となってい

る事実を知らなかった場合 

・名義人が対象となっている不動産、船舶等

を使用収益していない場合 

・名義人が有価証券を管理運用し、又はその

収益を享受していない場合 

②過誤等により他人名義にした場合 

他人名義で財産を取得したことが過誤又は

軽率になされた場合で、かつ、それらのことが

取得者の年齢からみて確認できるときは、こ

れらの財産に係る最初の贈与税の申告もしく

は決定又は更正の日前にこれらの財産の名義

を取得者の名義にした場合に限り、贈与がな

かったものとして取り扱われます。また、他か

ら取得した財産を他人名義とした場合のほか、

自分が持っていた財産の名義を他人名義に変

更した場合も同様に扱われます。 

その他、一定の場合にも贈与があったとさ

れないこととされています。  

 

【三輪厚二税理士事務所(大阪市中央区)】 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ  

１９９４年１月６日創刊・毎日発行  

リーダァスクラブＦ Ａ Ｘ ニュース  

（２０２０年）令和２年   月   日 水曜日 

発行所 

第 
 

６３６３ 
 
号 

三輪厚二税理士事務所 ／ 顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二） 
大阪市中央区備後町 2-4-6 TEL：06-6209-7191 WEB：https://www.zeirishi-miwa.co.jp 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

税務ニュース／お問合せ：https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html 

https://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html
https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

